
Ｒ2．1.29　地域振興会議資料

○目的

記
○現在の開館状況
開館時間 ８時３０分～２２時まで（月曜は１７時１５分まで）

職員体制 平日　　８時３０分から１７時１５分までは、嘱託職員２名。
　　　　１７時１５分から２２時００分までは、警備員１名。

土日　　８時３０分から１５時３０分までは、警備員１名。
　　　　１５時００分から２２時００分までは、警備員１名。

○見直し案
開館時間 ８時３０分～２２時まで（月曜は１７時１５分まで）

・施設予約のない場合の開館時間
　　８時３０分から１９時００分まで（土・日　８時３０分から１７時００分まで）
・施設予約のある場合の開館時間
　　８時３０分から２２時００分まで（施設利用終了後は閉館とする。）

理由

○河原町コミュニティセンター夜間利用状況（平成31年4月～令和元年12月）

施設名
17～
　18時

18～
　19時

19～
　20時

20～
21時

21～
22時

10.0 8.0 61.0 60.0 9.0
1.1 0.9 6.8 6.7 1.0

20.0 21.0 30.0 4.0 1.0
2.2 2.3 3.3 0.4 0.1
5.0 6.0 6.0 6.0 3.0
0.6 0.7 0.7 0.7 0.3
6.0 7.0 12.0 12.0 5.0
0.7 0.8 1.3 1.3 0.6

17.0 21.0 21.0 15.0 11.0
1.9 2.3 2.3 1.7 1.2
6.0 13.0 31.0 24.0 4.0
0.7 1.4 3.4 2.7 0.4

○図書利用状況（平成31年4月～令和元年12月）
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

夜間人数
（19～22時）

11 9 11 17 11 10 10 8 9

全体人数 177 139 155 157 160 152 151 151 141

夜間利用率 6.2% 6.5% 7.1% 10.8% 6.9% 6.6% 6.6% 5.3% 6.4%

大講堂

和室

資料　１

河原町コミュニティセンターの閉館時間の検討について

・施設利用がない場合の閉館時間は、中央図書館の閉館時間に合わせ１９時００分（土・日１７
時００分）とした。
・施設利用がある場合の閉館時間は、条例に基づき２２時００分までとするが、施設利用終了
後は閉館する。

　河原町コミュニティセンターの閉館時間は午後１０時までとなっているが、昼間の利用がほとんどで、夜間利
用は少なく、特に２１時以降の利用はほとんどない状況である。
　また、図書利用に関しても、夜間利用（19：00～22：00）は全体の１０パーセント程度で、月に10～20人程度
の利用である。
　このことから、職員配置、施設管理費用など効率的な管理運営を行うため、現行の閉館時間の見直し案を
検討したので、下記のとおり報告するものです。
　なお、本報告においてご意見をいただいたのち、来年度４月からの運用に向けて内部決裁及び関係者への
周知等を行っていく予定としています。

時間

利用回数（4～12月）
利用回数（1ヶ月あたり）

利用回数（4～12月）
利用回数（1ヶ月あたり）

調理実習室

第1研修室

第2研修室

利用回数（1ヶ月あたり）

・館内施設の各団体による夜間利用は、大講堂（ホール）の利用が２団体で週１～２回程度であり、
会議室等その他の施設は月２回程度である。

利用回数（4～12月）
利用回数（1ヶ月あたり）

利用回数（4～12月）
利用回数（1ヶ月あたり）

利用回数（4～12月）
利用回数（1ヶ月あたり）

利用回数（4～12月）
会議室



鳥取市コミュニティ施設開館時間等比較表

休館日 開館時間

用瀬町用瀬コミュニティセンター
・開館時間　8：30～17：15
・夜間利用がある場合のみ22時まで【貸館利用】

施設なし

佐治町尾際地区コミュニティ施設 ・地区の集会所として地元管理。 施設なし
鹿野町鹿野地区コミュニティ施設 ・旧小学校。開館時間内、貸館として利用可能。 施設なし
鹿野町勝谷地区コミュニティ施設 ・旧小学校。開館時間内、貸館として利用可能。 施設なし
鹿野町小鷲河地区コミュニティ施設 ・旧小学校。開館時間内、貸館として利用可能。 施設なし

国府町コミュニティセンター
・開館時間　8：30～17：15
・夜間利用がある場合のみ22時まで【管理人常駐】

開館時間　9：00～17：00
（専任職員）

福部町コミュニティセンター
・開館時間　8：30～20：00
・夜間利用がある場合のみ22時まで【管理人常駐】

開館時間　9：00～20：00

河原町コミュニティセンター
・開館時間　8：30～22：00
・夜間　17：00～22：00【管理人常駐】
・休館日は月曜

開館時間　8：30～22：00
月曜　8：30～17：15

用瀬町民会館

・開館時間　8：30～17：15
・夜間利用がある場合のみ22時まで【管理人は鍵
の開閉のみ】
・休館日は日曜

施設なし

佐治町コミュニティセンター
・開館時間　8：30～22：00（日曜は17：30まで）
・夜間　17：00～22：00【管理人常駐】

開館時間　8：30～22：00
日曜　8：30～17：30
月曜　8：30～17：15

気高町コミュニティセンター
・開館時間　8：30～22：00
・夜間　17：00～22：00【管理人常駐】

開館時間　10：00～18：00
（専任職員）

青谷町コミュニティセンター
・開館時間　8：30～22：00
・夜間　17：00～22：00【支所夜間警備員兼務】

開館時間　8：30～19：00
（専任職員）

ア　休日
イ　１２月２９日から
翌年の１月３日まで
の日（アに掲げる日
を除く。）

午前８時３０分から
午後１０時まで

１２月２９日から
翌年の１月３日まで
の日

施設の名称 開館時間 図書館開館時間
条例施行規則

１２月２９日から
翌年の１月３日まで
の日

午前９時から
午後１０時まで





持続可能な公共交通の確保に向けて

･取市都市整備部交通政策課

〜誰もが安･して暮らしていける移動･段について考えましょう〜

2020.1.26佐治町･さな拠点づくりシンポジウム

本･の説明事項

１･取市の公共交通の状況

２公共交通を取り巻く社会環境

３持続可能な公共交通の確保に向けた取組

資料　２



1

１ ･取市の公共交通の状況

･取県東部地域公共交通網マップ

・･取駅を中･に東･及び南部に延びる鉄道路線と、放射状に延びるバス路線
を･格として、公共交通網が形成されている。
・バス路線が廃･となった地域においては、市有償バスやＮＰＯ等が運･主体
となる有償バスが運･され、公共交通を維持している。

2

･取市南部地域の公共交通の状況



公共交通を確保するために必要な予算

図１
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２公共交通を取り巻く社会環境

図２
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図３
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･取市の公共交通の課題

〇少･･齢化の進展による･･減少

〇･家･･への過度な依存

〇運転･不･の深刻化

●交通事業者の経営状況が悪化
●バス・タクシー路線の縮･、廃･
●交通事業者だけでは、公共交通を維持できない状況

公共交通がなくなって･番困るのは、･を運転できない
･どもや･齢者です。誰もが安･して暮らせるために、
持続可能な利便性が･く、効率的な公共交通を確保する
ことが課題であり･標！

利･者の･幅減少

路線の維持が困難

9

3持続可能な公共交通の確保に向けた取組

･取市･活交通創･ビジョンの策定

５年先、１０年先の公共交通の状況を予測し、持続可能な公共交通を
確保していくための基本指針として、令和２年３･に策定する。

＜ビジョン構成＞

〇公共交通を取り巻く社会環境

〇公共交通の課題と対応･針

〇公共交通の維持・確保に向けた取組の･向性

それぞれの地域の実情にあった

利便性が･く、効率的な移動･段について、

地域の皆さんと･緒になって考え、必要な施策を実施
10



2019年12･26･
･本海新聞より

11

共助交通（公共交通空･地有償運送）に取組む意義

〇･活交通を維持確保することは地域の「誇り」や「愛着」につながる。

また、地域づくりにも結びつく。

〇実際の利･者である地域が主体となって･活交通の維持確保に取り組む

ことにより、地域が運･させた“･分たちの”･活交通として、「守り」

「育てる」意識を持つことができ、持続的な･活交通の確保につながる。

〇地域が主体となることで運･計画等に対する様々な意･を集約しやすく、

合意形成を得やすい。

〇地域固有の移動ニーズが把握でき、地域特性に応じた路線設定につなが

り、地域の実情にあった･活交通の確保につながる。

12

まちづくり協議会やＮＰＯが運･主体となる「共助交通」の推進



･取市公共交通空･地有償運送者･援事業費補助･

〇補助対象者

週２･以上かつ１･２便以上運･するＮＰＯ法･、まちづくり協議会など

〇補助対象経費

（１）運･事業

・営業費･（運･経費）から営業収･（運賃収･等）を差引いた･額

※営業費･は、運転･･件費、燃料費、･両修繕費、保険料など

（２）･両等設備整備事業

・･両、運･管理･の通信機器等（電話機、パソコンなど）

※･両は、地区の･事等でも活･可能。

〇補助率

１０/１０（･両等設備整備事業は、上限３５０万円）
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･取市公共交通空･地有償運送者･援事業費補助･の活･事例

ふるさとバス

【運･内容】

・運･開始平成２１年２･ ・運･主体ＮＰＯ法･ＯＭＵ

・運･区域末恒地域 ・運･･ ･・･曜･

・運･回数１･３便 ・運賃 ２００円（･学･等は１００円）

14



･取市公共交通空･地有償運送者･援事業費補助･の活･事例

･和ふれあいタクシー

【運･内容】

・運･開始平成３１年４･ ・運･主体･和地区まちづくり協議会

・運･区域･和地区 ・運･･ デマンド型

・運賃 １６０円〜２２０円（･・中学･は１００円）
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･取市公共交通空･地有償運送者･援事業費補助･の活･事例

福部循環バス（らっちゃんバス）

【運･内容】

・運･開始平成２０年４･ ・運･主体･取市社会福祉協議会

・運･区域福部地域 ・運･･ 平･

・運･回数１･８回循環 ・運賃 ２００円（･学･等は１００円）

16



●地域公共交通の衰退は、地域を衰退させます。

●公共交通は利･しないと廃･されます。

●気づいたらいつの間にか、バス停が消えています。

●誰しもが永遠に運転できるわけではありません。

●･を使わなくても、「おでかけ」できること、

それが地域公共交通の･番の存在意義。

この地域に本当に必要な、

便利で快適な移動･段をみんなで考えましょう!
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高齢者運転免許証自主返納支援事業の拡充について 

 

１ 事業の背景 

  ●高齢者の運転による交通事故が社会的な問題となっていますが、本市の高齢者の免許保者数は増加

傾向にあります。また、自家用車の普及、人口減少・少子高齢化の進展により、路線バス利用者の減少

に歯止めがかからず、路線の廃止や減便が続いている状況となっています。 

 ●高齢者が免許返納しやすい環境づくりと、路線バスの利用促進が課題となっています。 

 

２ これまでの事業内容 

●平成２８年度より、７０歳以上が利用できる６ヶ月バス定期券「グランド７０」定価２５，７００円

（消費税率改定に伴い、令和 2年１１月１日より定価を２６，２００円に改定）を２，０００円で購入

できるように差額を助成する支援を行っています。 

●支援期間は、運転免許証を返納し運転経歴証明書の交付を受けてから１年間です。 

●この支援期間終了後は、高齢者向けバス定期券を定価の３割引で購入できる支援制度（所管：福祉部

長寿社会課）を活用いただいています。 

 

 

 

事業実施から３年が経過し、免許返納者や高齢者の家族から、対象年齢の引き下げ、支援期間の延長、

割引率の増加などの支援制度の拡充についての意見、要望をいただいています。 

 

 

３ 支援制度の見直し 

  現在、次のような内容で新年度の事業化に向け準備を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇これまでの⽀援制度「⾼齢者運転免許証⾃主返納⽀援制度」及び「⾼齢者バス運賃優待助成制度」を統
合し、新たな⽀援制度を整備します。 
 
＜新⽀援制度（案）＞ 

①対象者：免許証返納者（年齢制限なし）、⼜は６５歳以上の⾼齢者 
②⽀援内容：路線バス定期券を定価の５割引きで販売 

（差額を販売事業者に助成）※⽀援期間の制限なし。 
 ③開始⽇：令和２年４⽉１⽇ 




